
○利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則 

平成１６年９月１４日 

規則第１３号 

改正 平成１７年６月２１日規則第３２号 

平成１７年９月１５日規則第４１号 

平成１８年７月２５日規則第２４号 

平成２０年５月８日規則第１２号 

平成２１年３月３０日規則第１５号 

平成２２年９月３０日規則第２３号 

（題名改称） 

平成２４年９月１９日規則第２４号 

平成２５年７月１７日規則第２２号 

平成２７年３月２５日規則第１３号 

平成２７年１２月２５日規則第２６号 

平成２８年３月３１日規則第８号 

平成２８年５月１０日規則第１１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、利府町子ども医療費の助成に関する条例（平成１６年利

府町条例第１３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（平２２規則２３・一部改正） 

（社会保険各法） 

第２条 条例第４条第１項の規則で定める社会保険各法は、次に掲げるものと

する。 

（１） 健康保険法（大正１１年法律第７０号） 

（２） 船員保険法（昭和１４年法律第７３号） 

（３） 私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号） 

（４） 国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号） 

（５） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号） 



（平２８規則１１・旧第４条繰上） 

（受給資格登録申請書等） 

第３条 条例第５条第１項の規則で定める受給資格登録申請書及び同条第３項

の規則で定める更新登録申請書は、様式第１号とする。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１） 国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）又は社会保険各法に

よる被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類 

（２） 小学校就学の始期に達するまでの者の保護者については、申請者等

の前年及び前々年の所得の状況を証する書類 

３ 条例第５条第４項の規定による通知は、利府町子ども医療費助成認定書（様

式第２号）又は利府町子ども医療費助成申請却下通知書（様式第３号）によ

り行うものとする。 

（平２１規則１５・平２２規則２３・一部改正、平２８規則１１・旧

第５条繰上・一部改正） 

（受給者証） 

第４条 条例第６条第１項の受給者証は、様式第４号とする。 

（平２８規則１１・旧第６条繰上） 

（変更届） 

第５条 条例第６条第２項の規定による届出は、子ども医療費受給資格内容等

変更届出書（様式第５号）に受給者証を添付して行うものとする。 

（平２２規則２３・一部改正、平２８規則１１・旧第７条繰上） 

（受給者証の返還） 

第６条 条例第６条第３項の規則で定める返納届は、様式第６号とする。 

（平２８規則１１・旧第８条繰上） 

（助成申請書） 

第７条 条例第８条第２項の規定による申請は、子ども医療費助成申請書（様

式第７号）を医療機関等に提出して行うものとする。 

（平１８規則２４・平２２規則２３・一部改正、平２８規則１１・旧

第９条繰上） 



（交付決定通知書） 

第８条 条例第９条の規則で定める通知書は、様式第８号とする。 

（平２８規則１１・旧第１０条繰上） 

（受給者証の再交付） 

第９条 保護者は、受給者証を破損又は亡失したことにより、受給者証の再交

付を受けようとするときは、子ども医療費受給者証再交付申請書（様式第９

号）により町長に申請するものとする。 

（平１８規則２４・平２２規則２３・一部改正、平２８規則１１・旧

第１１条繰上） 

附 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、平成１６年１０月１日から施行し、同日以後の診療に係る医

療費から適用する。 

（利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則の廃止） 

２ 利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則（昭和４

８年利府町規則第１３号）は、廃止する。 

（登録等の特例） 

３ 第５条の規定に係る事務は、前項の規定にかかわらず、この規則の公布の

日から行うことができるものとする。 

（経過措置） 

４ 廃止前の利府町乳幼児及び心身障害者医療費の助成に関する条例施行規則

の規定による諸様式は、当分の間、この規則の規定によるものとみなす。 

（利府町国民健康保険規則の一部改正） 

５ 利府町国民健康保険規則（平成１５年利府町規則第１０号）の一部を次の

ように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成１７年規則第３２号） 

この規則は、平成１７年１０月１日から施行し、同日以後の診療に係る医療

費から適用する。ただし、様式第１号から様式第３号まで及び様式第５号から



様式第９号までの改正規定は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１７年規則第４１号） 

（施行規則） 

１ この規則は、平成１７年１０月１日から施行し、同日以後の診療に係る医

療費から適用する。 

（経過措置） 

２ 改正前の利府町乳幼児医療費の助成に関する施行規則様式第７号について

は、当分の間、改正後利府町乳幼児医療費の助成に関する施行規則の様式第

７号とみなす。 

附 則（平成１８年規則第２４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第４号の改正規定は、

平成１８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の利府町乳幼児医療費の助成に関する施行規則の規定による諸様式

で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府町乳

幼児医療費の助成に関する施行規則の規定によるものとみなす。 

附 則（平成２０年規則第１２号） 

この規則は、平成２０年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年規則第１５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の利府町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この

規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医

療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成２２年規則第２３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ 改正前の利府町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定による諸

様式で取扱い上著しく支障のないものについては、当分の間、改正後の利府

町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則の規定によるものとみなす。 

附 則（平成２４年規則第２４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この

規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医

療費については、なお従前の例による。 

附 則（平成２５年規則第２２号） 

この規則は、平成２５年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第１３号） 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年規則第２６号） 

この規則は、平成２８年１月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第８号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の利府町子ども医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この

規則の施行の日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医

療費については、なお従前の例による。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第５条関係） 

（平２７規則２６・全改） 

様式第２号（第５条関係） 

（平１７規則３２・平２２規則２３・一部改正） 

様式第３号（第５条関係） 

（平２８規則８・全改） 

様式第４号（その１）（第６条関係） 

（平２５規則２２・全改、平２７規則１３・平２８規則１１・一部改

正） 

様式第４号（その２）（第６条関係） 

（平２５規則２２・全改、平２７規則１３・平２８規則１１・一部改

正） 

様式第５号（第７条関係） 

（平２７規則２６・全改） 

様式第６号（第８条関係） 

（平１７規則３２・平１８規則２４・平２２規則２３・一部改正） 

様式第７号（第９条関係） 

（平１７規則４１・全改、平１８規則２４・平２２規則２３・一部改

正） 

様式第８号（第１０条関係） 

（平２０規則１２・全改、平２２規則２３・一部改正） 

様式第９号（第１１条関係） 

（平１７規則３２・平１８規則２４・平２２規則２３・一部改正） 

 


